
☆
武
力
行
使
の
先
に
〝
平
和
〟
は
見
え
ま
す
か
？

ー
六
十
九
回
目
の
敗
戦
記
念
日
と
集
団
的
自
衛
権
行
使
ー

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ガ
ザ
地
区
の
戦
闘

◇
今
こ
の
瞬
間
も
、
地
球
上
で
戦
争
の
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部

に
お
け
る
ロ
シ
ア
側
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
闘
、
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
西
部
に
お
け
る
イ
ス

ラ
エ
ル
と
ガ
ザ
地
区
ハ
マ
ス
と
の
戦
闘
は
ニ
ュ
ー
ス
に
な
ら
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◇
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
戦
争
に
全
く
関
係
の
な
い
マ
レ
ー
シ
ア
の
民
間
旅
客
機
が
撃
墜
さ
れ
ま

し
た
。
ガ
ザ
地
区
で
も
戦
争
に
全
く
関
係
の
な
い
民
間
人
や
子
供
が
日
々
犠
牲
に
な
っ
て

い
ま
す
。
戦
争
は
い
っ
た
ん
始
ま
っ
て
し
ま
う
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

◇
こ
の
二
つ
の
戦
争
、
つ
ま
り
お
互
い
武
力
を
行
使
す
る
、
そ
の
先
に
平
和
は
見
え
ま
す
か
？

残
る
の
は
悲
し
み
の
涙
と
憎
悪
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
。

集
団
的
自
衛
権
行
使
は
戦
争
を
す
る
こ
と
で
す

◇
こ
の
よ
う
な
現
実
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
力
で
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
、
し
か
も

自
分
の
国
が
攻
め
ら
れ
て
い
な
く
て
も
・
・
・
・
と
い
う
の
が
集
団
的
自
衛
権
行
使
な
の

で
す
。

◇
安
倍
首
相
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
子
供
を
守
る
た
め
に
集
団
的
自
衛
権

を
行
使
す
る
の
だ
と
言
い
ま
す
が
、
そ
う
で
し
ょ
う
か
？
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
逆
に

戦
争
を
呼
び
込
み
、
日
本
の
国
を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ガ
ザ
の
よ
う
な
風
景
に
す
る
危
険
性
を

大
い
に
含
ん
で
い
ま
す
。

間
も
な
く
敗
戦
記
念
日
、
真
の
平
和
と
は
何
か
考
え
よ
う

◇
戦
後
七
十
年
近
く
戦
争
に
加
わ
ら
ず
、
武
力
の
行
使
を
禁
じ
て
き
た
平
和
憲
法
。
こ
れ
を

壊
し
て
真
の
平
和
が
来
る
、
国
民
を
守
れ
る
と
私
達
は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。

◇
武
力
行
使
で
は
な
く
平
和
憲
法
に
基
づ
く
平
和
外
交
こ
そ
、
国
の
平
和
を
実
現
し
国
民
を

守
る
。
こ
れ
が
先
の
大
戦
の
尊
い
教
訓
で
す
。

◇
間
も
な
く
、
敗
戦
記
念
日
が
め
ぐ
っ
て
き
ま
す
。
あ
の
戦
争
は
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
、
武

力
を
使
う
解
決
方
法(

戦
争
）
は
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
真
に
平
和
な
国
と
は
ど
ん
な

姿
な
の
か
静
か
に
胸
に
手
を
あ
て
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
「
２
０
１
４
年
夏

平
和
の
集
い

浜
松
」
に
ご
参
加
下
さ
い
。

in

日
時
８
月
１
５
日

午
後
２
～
４
時

場
所

浜
松
市
地
域
情
報
セ
ン
タ
ー

講
師
：
稲
葉

彬
（
浜
松
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

演
題
「
平
和
憲
法
の
危
機

ー
集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
第
九
条
を
中
心
と
し
て
ー
」

（
主
催
・
浜
松
・
憲
法
九
条
の
会
）
）

二
〇
一
四
年
八
月
十
日(

日
）

第
五
七
〇
回
憲
法
を
守
る
平
和
行
進

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会

事
務
局

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一
ー
一
五

★
月
例
護
憲
平
和
行
進

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合

◆武力で平和は実現しない。武力で国民は守れない◆

浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/→ 護憲浜松 で検索



〔
日
本
国
憲
法
第
九
条
〕

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、

武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放

棄
す
る
。

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、

こ
れ
を
認
め
な
い
。


